境界確定契約書

　後記物件目録第１に記載の土地（以下「Ａ地」という）の所有者　　　　を甲、同第２記載の土地（以下「Ｂ地」という）の所有者　　　　を乙とし、甲乙各当事者間において次の通り和解し、Ａ地Ｂ地間境界を確定した。

（甲乙間の土地の境界）

第１条　　甲と乙は、Ａ地とＢ地との境界（以下「新境界」という）は、同目録添付図面においてイ点とロ点とを直線で結んだ線上にあることを確定する。

（乙の物置撤去義務）

第２条　　乙は、新境界からＡ地上に越境している乙所有の物置について、乙の費用により本日より　　日以内にＡ地上から撤去する。

　　　　　乙が前項の期限内に同物置を撤去しないときは、乙は甲に対し、１日あたり

金　　　　円を違約金として支払うものとする。

（塀の設置）

第３条　　甲と乙とは、前条に規定する物置撤去完了後直ちに、各２分の１の費用を負担し、第１条で確定した境界線上に、次の仕様の塀を設置するものとする。

①　高さ　　　ｍ

②　長さ　イ点からロ点まで約　　ｍ

③　厚さ　　　cm

④　材質　　　　　　　　　　　　
（確認事項）

第４条　　甲乙は、本契約の条項以外に、本件境界に関し、何らの異議を申立てないことを相互に確認する。

　上記の通り甲乙間で契約するので、契約の意思を証するため本書に各々署名、押印し、本書を甲乙各１通所持するものとする。

　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

物件目録

　　第１（Ａ地）

　　　所在　　　　　　　　　　　　

　　　地番　　　　　　

　　　地目　　　　　　

　　　地積　　　　㎡

　　第２（Ｂ地）

　　　所在　　　　　　　　　　　　

　　　地番　　　　　　

　　　地目　　　　　　

　　　地積　　　　㎡

　　いずれも添付図面の通り

